
＜答弁＞ 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、広報誌への掲載記事が減少しているため、    

印刷製本費等について減額補正するものです。 

＜答弁＞ 

 市主催の各種イベントや講座等が中止になり、それらの記事が削減されたため、        

ページ数が減少することになりました。今後は、各事業や、新型コロナウイルス感染症の   

状況により、ページ数は変化致します。 

＜答弁＞ 

 市内のコロナウイルス感染症の状況や、感染拡大防止に向けた注意喚起、支援策や相談

窓口の情報など、日々変わる状況について、SNS やホームページといった即時性のある   

方法で情報発信を行いました。 

 また、インターネット環境を持たない方については、市有施設において紙媒体の情報を   

掲示するなど、各媒体の特性に応じた情報発信に取り組みました。 



＜答弁＞ 

 令和元年度から２か年の債務負担行為として、事務事業評価や予算執行などを管理する

統合データベースの更新とシステム改修等を現在実施しているところです。当初は、現行の

統合型データベースの更新に合わせ、システム全体のリプレースも視野に入れた債務負担 

行為を設定していましたが、現行システムの更新とリプレースとの費用対効果など総合的に 

判断し、現行システムの資産を最大限活かし更新することとしました。 

 このことにより、全体リプレースに比べ経費を抑制できたため、今回、減額補正するもの   

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 今年度に予定しておりました豊中ローズ球場改修にかかる実施設計を見合わせた理由でご

ざいますが、本市では、新型コロナウイルス対策費用の財源創出、令和３年度以降の歳入減

など厳しい自治体運営に向けた対応等のため、令和２年度に予定していた建設事業の見直し

を行いました。豊中ローズ球場改修事業につきましては、施設等の安全性を 維持するための

緊急的な改修でないことや、未着工の段階であることなどから、減額の対象といたしました。 

＜答弁＞ 

 豊中ローズ球場改修にかかる今後のスケジュールなどにつきましては、今後、新型コロナ  

ウイルス感染症の影響による財政状況の見通しなどを勘案しながら、時機を見て、改めて  

判断して参りたいと考えております。 

 



＜答弁＞ 

 今回、第１候補者に選定された団体による事業計画の提案にございました現指定管理者の

取組みにおける課題と改善案につきましては、具体的なことについては、団体のノウハウに  

当たる部分でございますので、申し上げることはできませんが、団体が独自に本市の施設を 

綿密に分析され、団体から見た課題を抽出し、事業計画の提案として改善案を示された   

ものでございます。 

 

＜答弁＞ 

 豊中市の指定管理委託料以外のスポーツ振興事業団の収益と致しましては、スポーツ  

教室など指定管理事業に関連する指定事業及び自主事業の収益がございます。そのほか、

本市からの補助金及び事業委託金などの収益がございます。 

 

 

＜答弁＞ 

 先程もご説明いたしましたように、事業団の収益の大半が指定管理委託料とそれに関連 

する指定事業等の収益でございます。これらの収益が失われた場合、このままでは、来年度

以降、従業員全員の雇用を維持し続けることが難しい状況に陥ることが予想されます。 

 



＜答弁＞ 

 応募団体の過去の入札停止措置等の処分歴等の減点の記載につきましては、指定    

管理者選定に係る全庁的なルールでございます「選定のための指針」が平成２８年３月に  

改定されたことに伴い、今回の指定管理者の公募に適用したものでございます。 

 

＜答弁＞ 

 応募団体の過去の入札停止措置等の処分歴等につきましては、団体として審査しており 

ますことから、団体の構成企業の中で、実際に減点対象となった企業名については、公表  

しておりません。また、減点の審査については、過去３年以内に行政機関からの入札参加  

停止、契約解除、文書による警告の有無と、措置日や措置期間、処分した自治体が本市か

他の自治体かを応募団体からの申告に基づき、審査しております。 

 処分に至った内容については、審査の対象となっておりませんので、把握しておりません。 

 

 

 



＜答弁＞ 

 現指定管理者のこれまでの取組みの課題でございますが、現指定管理者として、第一線で

指定管理業務をして頂いておりますことから、常に現状における様々な問題点に対応する  

課題を抽出して、さらなる市民サービスの向上を図るための改善策が必要であります。選定 

評価委員会の指摘は、こうした現状分析をした上での改善提案が不足しているとのことで  

ございます。 

＜答弁＞ 

 まずは、文化芸術センター等駐車場を加えた経緯と理由ですが、現在、同駐車場は、指定

管理者が管理業務を行い、料金は使用料として、市の歳入としております。指定管理者が 

毎日使用料を徴収し、市に振り込む手続きを行っており、市は、金額の誤りがないか確認して

います。このような両者の事務手続きを簡略化するため、令和３年度から利用料金制とし、 

指定管理者制度を導入するに至りました。 

 市民ギャラリー及び伝統芸能館につきましては、指定管理者制度を導入し、両施設に    

専門的な人材を配置することで、施設効用を最大限に発揮することが可能となり、本市の  

更なる文化芸術の推進を図ることができると考えたことから決定したものです。 



＜答弁＞ 

 平成３０年度に行った指定管理者の中間評価においては、文化芸術センターの展示室・ 

多目的室の利用率の向上や、芸術家を育てる人材育成事業等の点で課題がありました。 

今回の提案内容については、企業のノウハウに関わることですので、詳しく申し上げることは  

できませんが、これらの課題に取り組んでいく提案が具体的に示されていたことが評価に   

繋がったものと考えています。 

 

＜答弁＞ 

 今回、指定管理者の構成団体からは外れていますが、指定管理者と協定を結び、       

パートナーシップオーケストラとして、引き続き文化芸術センターで、豊中ならではの文化   

芸術の創造・発信を行って頂けると伺っています。管理運営からは距離を置き、得意分野で

ある演奏活動などクラシック音楽の一層の普及に集中したいとの思いからの決断である    

とのことです。 

 



＜答弁＞ 

 市民ギャラリーは、継続的にご利用頂いている団体・個人の利用が全体の約７割となって 

いますが、会員の高齢化によりこれまでよりも小さいスペースで展示したり、団体を解散    

されたりする例が出てきています。また、若手のアーティストに新規利用の声掛けをした    

際には、販売が出来ればといったご意見があったほか、利用者や来館者からポストカードの 

販売や展示作品の購入についての問合せが寄せられることがございます。現在、施設    

利用率としては高い数値となっていますが、今後、新たな利用者や新たな展示企画を呼び 

込むことが必要と考え、作品等の販売や入場料の徴収を可能とする改正案を提案した    

ものでございます。 

 次に、市民ギャラリーの利用率につきましては、平成２９年度から令和元年度までの３年間

の推移は、９７％、９７％、９３％。同じく３年間の利用の内訳は、一般利用が４１件、４２件、   

３９件、市の主催・共催事業としての利用が２１件、２０件、１３件となっています。 

 

 

＜答弁＞ 

 次年度から、市民ギャラリーにつきましても文化芸術センターと共に指定管理者による管理

運営を予定していることから、指定管理者が新たな利用者を開拓したり、自主事業として  

企画展を実施したりすること等により、より効果的な施設の活用が図られるものと考えて    

おります。 

 市民ギャラリーは、市民の芸術創造活動の推進を図り、市民文化の振興に資することを  

目的に、自ら創作した芸術作品の展示発表の場を提供することや美術作品の鑑賞会などを

行う施設であり、今回の改正では、その目的や事業内容の変更はございません。このため、 

例えば、第三者の制作した芸術作品を販売するだけの事業者が入ってきて、これまでの   

利用者が使えなくなるということはございません。 

 条例改正により、これまでの利用者も、展示会の経費を賄うために作品等を販売したり   

入場料を徴収したりすることが可能になり、若手のアーティストが自らの作品を頒布してファン

を増やしていくことも可能となります。また、鑑賞する市民の皆さんにとっても、新たな作品に 

出会うきっかけが増えることにつながると考えております。 

 

 



＜答弁＞ 

 伝統芸能館につきましては、第一種低層住居専用地域内に立地し、建築基準法上、     

演芸場のような興業的な利用は制約されていることから、営利を目的とした使用は認めて  

おりません。今後につきましても、同様でございます。 

 次に、伝統芸能館の利用率につきましては、平成２９年度から令和元年度までの３年間の

推移は、８５．４％、８５．３％、８１．７％でございます。また、同じく３年間の利用の内訳は、 

午前、午後、夜間の仕様区分単位でみた場合、一般の利用が４２８区分、４４６区分、    

４０４区分、伝統芸能館主催・共催事業の利用が、６６区分、３６区分、４５区分でございます。 

 

＜答弁＞ 

 今年度の豊中まつり事業の当初予算の内訳は、豊中まつり実施に係る負担金１５００万円、

市の事務をサポートする会計年度任用職員の報酬等約２００万円、旅費６万８０００円などが

主な内容でございます。 

 

 

＜答弁＞ 

 豊中まつりは市の負担金の他、市民・事業者からの協賛金や広告料、出店料などの収入に

より運営しており、当初は、約３０２５万円の支出予算を組んでおりました。 

 

  



＜答弁＞ 

 豊中まつりは、市民、事業者、市が互いに対等な立場で協力連携してつくりあげていくという

考え方に基づいて、それぞれが有する人材や資金、技術などを持ち寄って実施しております。

市の負担金の負担割合についての取り決めはございませんが、実績やその時々の社会経済

情勢等を踏まえて、市が予算化しております。 

 

 

＜答弁＞ 

 豊中まつりは平成９年度（１９９７年度）から市民主体の豊中まつりとしてリニューアル    

されて以降現在まで、市民・事業者・市の協働で実施しており、財源については市の負担金の

ほか、市民・事業者の協賛金・負担金、出店料などの事業収入で運営しております。市の  

負担割合については、平成９年度は決算額約４０１９万円に対し負担金３０００万円、    

平成１１年度に決算額約２１８８万円に対し負担金１５００万円となり、その後、決算額は概ね

２０００万円台前半で推移し、平成２６年度以降２０００万円台後半となって年々増加して   

います。その間、負担金は１２２０万円から１５００万円の間で年度ごとに増減がございます。 

令和元年度は決算額約３０５０万円、市負担金１５００万円となっています。 

 豊中まつりは、「市民がつくる市民のまつり」をコンセプトに市民・事業者・市がそれぞれの  

強みを活かして実施することにより、高い効果がもたらされています。財源など運営面に   

ついても、市民・事業者・市が資金やマンパワーなどの資源を持ち寄って実施することが   

望ましいと考えております。 

＜答弁＞ 

 WEB 豊中まつりは、新型コロナウイルスの感染拡大により、市民や事業者の皆さんの活動の

場や機会が失われる中、このような時だからこそ、つながりやふれあいを大切にし、市民の  

皆さんに元気を届けたいという実行委員会の思いから、協力・協賛頂ける方々を募りながら、

新たな手法として WEB を活用する提案が示されたものです。これは、活動自粛により縮小  

されていた市民や事業者の活動再開を促し、再び活気づけていこうとする取組みであると  

受け止めており、豊中市の市民力、地域力の強さ、しなやかさであると考えています。 

 ４月から５がつにかけて全国的に行事等の中止が報道され、祭りをオンラインで実施して  

いる事例は見つけられませんでしたが、音楽のライブ配信や動画サイト、オンラインゲーム  



など WEB 上の多様なコンテンツを参考に、実行委員会が WEB での実施方法や内容の    

イメージを作り上げていきました。WEB 豊中まつりとしての予算総額は約１６００万円となって 

おります。 

＜答弁＞ 

 WEB を活用する取り組みは、今回限りではなく、アフターコロナを見据えて、豊中まつりの  

今後の実施方法を見直し、実際のまつりと WEB 上でのまつりを融合した新たな豊中まつりを 

再構築していくための第一歩と位置づけおり、より安全に、より多くの市民の皆さんが楽しめる 

まつりとしていくことに資するものです。また、市民の前向きな活動を市が後押しすることにより、

市民・団体・事業者の気持ちや力をつなぎ、まちの活気を取り戻していくことにつながります。

今年はコロナ禍で市民や事業者が大きな影響を受けており、これまで通りの協賛金等を   

見込めないため、市として市民・事業者の活動をしっかりと支え、力を発揮できるよう、    

負担金を支出することとしたものでございます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 避難関連事業に関わる減額補正の理由につきましては、２点ございます。１点目は、避難所

看板の標識作製等業務委託で、契約に当たり、契約差金が生じたことから、減額補正     

１４５３万９千円を計上するものでございます。 

 ２点目は、防災・福祉ささえあいづくり推進事業に関して、事業内容を見直したことから、  

消耗品費を２２６万６千円減額するものでございます。 

 

 

＜答弁＞ 

 避難所看板の標識作製等業務委託における予定価格につきましては、近隣市での同様の

業務での契約金額及び複数事業者からの参考見積により設定を行いました。 

 次に、入札方法ですが、令和２年度豊中市入札参加資格を有し、業種「看板」で登録する

市内業者８者を対象に現場説明会を実施しましたが２者が辞退され、合計６者により指名 

競争入札を行い、委託事業者（輝栄建設）を決定致しました。 

 

＜答弁＞ 

 契約金額が予定価格より大きく下がった要因でございますが、指名競争入札により一定の

競争性が働いたものと考えております。契約締結後、業務工程の確認を行い、看板の図柄や

設置箇所・手順にかかる調整を良好に進めており、問題なく履行の確保が図れております。 

 



＜答弁＞ 

 今回購入を予定している物品及び数量でございますが、N95 マスク２万枚、フェイス     

シールド２万枚、簡易テント２１２張、簡易ベッド２２５台、防水レインパーカー１７１着及び    

タブレット端末５７台でございます。 

 

＜答弁＞ 

 主に、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、市職員が、感染リスクのある場所や 

感染症の陽性者との接触が考えられる感染症対策業務を行う場合に使用することを想定  

しております。 

 

 

＜答弁＞ 

 簡易テント及び簡易ベッドの保管場所でございますが、現時点では、中央防災倉庫に   

保管し、集中管理する予定です。保管場所に関する計画についてですが、簡易テントや簡易

ベッドに限らず、アルファ化米や飲用水など、災害時に避難所で必要となる物資については、

拠点となる避難所に備蓄することが望ましいと考えております。実際２１か所の小学校に分散

配置をしておりますが、引き続き、増やしていけるよう、関係部局と調整して参ります。 

 簡易テントや簡易ベッドの確保については、保管スペースの確保と併せて行っていく    

必要があり、今後、複数年で目標数量を確保することを想定しております。 

 目標としては、避難所となる学校の体育館の広さなども勘案し、将来的に各小中学校に  

３０セットを配備したいと考えております。 

 



＜答弁＞ 

 管理は、危機管理課が行います。災害時には、優先的に避難所で使用しますが、        

平常時には、庁内各部局に貸出を行い、庁内会議等で使用するなどで活用することを    

予定しております。 

 

＜答弁＞ 

 災害時には、避難所の運営に当たる施設所管部局がございますので、当該部局の職員が

避難所にタブレットを持参し、使用することになります。 

（内閣府）物資調達・輸送調達等支援システム 

 



＜答弁＞ 

 救助工作車については、特殊な製造請負であることから、請負可能な入札参加業者がある

程度特定され、不特定多数の業者を競争に参加させる一般競争入札方式によることなく、 

適正な履行及びその透明性を確保できることから、当該業者を対象とした指名競争入札  

方式としたものでございます。 

 

＜答弁＞ 

 最低制限価格制度につきましては、工事又は製造その他についての請負に限定し設定する

ことが可能な制度であり、契約の内容に適合した履行を確保するために設けられております。

本案件につきましては、契約の内容に適合した履行が十分に期待できる業者を指名している

ことから、低価格による入札であっても適正な履行が担保されるものと判断し、最低制限   

価格の設定をおこないませんでした。 

 

＜答弁＞ 

 製造請負、物品の調達等に係る契約のうち、同種同一の案件を継続・反復して発注する  

ものについては、予定価格を容易に類推され、適正な競争が阻害される恐れがあることから、

予定価格を非公表としております。 

 



＜答弁＞ 

 予定価格の算出方法につきましては、事前に徴収した参考見積書から算出された設計額に

基づき、予定価格を設定しております。また、本案件につきましては、その落札価格が予定 

価格の制限の範囲内であったことから入札が成立し、この度の議会の議決に付すべき契約 

として提案させて頂いております。 

 この契約につきましては、ご承認いただいた予算の範囲内で執行するものであり、法令に  

基づき契約の目的、方法、金額、相手方等をご確認頂き、契約を締結することの是非に    

ついてご審議を頂くものでございます。 



＜答弁＞ 

 今回減額致しますのは、各種がん検診やVDT健診等の法定外の健康診断に係る委託料で

ございまして、今般のコロナ禍を受け、感染拡大防止措置の一環として実施を見合わせるもの

です。 

＜答弁＞ 

 職員の定期健康診断につきましては、来年１月から２月にかけて実施する予定として     

おります。健診の手法については、受診日・時間帯を指定し、分散して受診することを    

促すなど、感染防止策対策を徹底した上で、集団方式により実施することとしております。 

 

＜答弁＞ 

 治療内容にもよりますが、人工授精における一般的な通院頻度として、ひと月につき、    

２日から６日が目安とされています。 

 



＜答弁＞ 

 不妊治療を行う頻度や通院に要する日数は、個々の状況により様々でございます。また、 

週休日や業務時間終了後に通院が可能な場合もあり、休暇を取得する必要性も、治療の 

スケジュール等によって様々です。不妊治療を行う全ての通勤に対応しきれるものでは    

ありませんが、例えば、人工授精においては、一般的に５回から６回の通院を目安に治療   

スケジュールが組まれるということや他自治体の状況も参考に休暇日数を設定して      

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和３年度以降の歳入減が見込まれる   

一方で、「コロナ後」と呼ばれる新たな状況を踏まえ、従来型の発想の事業や仕事を見直す 

ことを目的に予算減額及び業務見直しに係る基準等を設定し、全部局に今年度予算の   

見直しを依頼しました。 

 主な内容としては、働き方の見直しとコロナウイルス感染症対応による時間外勤務手当の 

見直し、出張旅費に係る精査、イベント・講座・会議開催等感染症が収束していない状況で 

予定通り実施できない事業に係る個別調整、来庁手続きを求めたり待ち時間の多い業務等

についての見直しを求め、また、建設事業につきましてはまず施工にするにあたり３密を   

回避し、感染防止措置を講じることができるものに限定し、またあわせて、『国費又は府費が

主要な財源のもの』、『令和２年度を期限とした市債が財源のもの』、『施設等の安全性を  

維持するための緊急的改修・補強・修復が目的であるもの』、『発注先が市内事業者限定とな

るもの』、『「コロナ後」を見据えた重点投資に位置付けられるもの』、『既に着工しており中断 

することに利点がないもの』のいずれにも該当しない事業を見直し対象としました。 

 

＜答弁＞ 

 当初予算については、予算編成段階では、必要な経費としてご提案を行い、ご承認     

いただいたものです。今回の減額補正については、新型コロナウイルスの感染拡大という   

社会経済への大きな影響を受け、事業を見直した結果減額することが可能と判断した    

ものです。 

 



＜答弁＞ 

 時間外勤務手当については、今般の新型コロナウイルスの感染拡大への対応により増加 

する手当に関しましては、別途予算計上させて頂いております。また、コロナ対応以外の従来

業務部分に関しましては、年度ごとに業務量の突発的な増減や、人事異動があることから、 

従前から執行状況に応じた予算編成を行っていましたが、感染拡大により社会経済を取り巻く

環境が大きく変わったことを受け、非常時としての優先付けの観点や、事業の見直しの一環と

して、具体的な見直しを行ったことから、減額補正のご提案に至ったものです。また、当初  

予算を編成する段階において削減できたと考えられる事業、業務についてはございません。 

＜答弁＞ 

 テレワークにつきましては、原則として時間外勤務を認めておりませんが、本来４月から   

６月の常勤職員におけるテレワークの実施日数は、全部局で１人平均０．３１日であるため、  

時間外勤務手当の予算が減額できる状況には至っておりません。また、通勤手当については、

１か月のうち、１日も出勤が無ければ減額致しますが、そのようなケースは発生して       

おりませんので、こちらについても予算の減額補正はしておりません。 

 WEB 会議につきましては、部長会をはじめ多くの会議で活用されておりますが、       

移動時間の短縮効果はあるものの、このことのみによって予算の減額を行うことは困難である

と考えております。 

 

＜答弁＞ 

 今回の減額補正は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当初予定されていなかった、  

通常の補正の範囲を超えた新規の対策予算の実施に際し財源を創出することを主な    

目的として、事業の見直しと合わせ例外的に調整したものです。 

 ご質問中の無駄な支出の抑制や財政調整基金の積立増加につきましては、まず支出の 

抑制は、執行段階で各部総務担当課及び財政課において常に管理を行っておりますため、

無駄な支出は起こらないようにしておりますことに加えまして、財政調整基金に関しましては、

繰越財源の状況等を注視しながら適時に積み増しを図ってまいりたいと考えております。 

 当初予算に関する、年度途中の再度の総見直しにつきましては、今後、新たに通常の    



補正の規模を大きく上回るような対策財源が必要となったときに考えるべき課題と考えて  

おります。 

 

＜答弁＞ 

 減額補正が一部に留まっているとご指摘の案件に共通する理由と致しましては、今後の  

不確定な要素が多い中で、不意の経費の発生に備え、自治法上認められる範囲内で    

迅速な予算の手当てを可能とする選択肢を担保するため、ある程度の幅を残した減額に  

留めたものと認識しております。 

 次に、今回の補正予算で補正をしていないとご指摘の案件につきましては、これも今後の 

不確定要素を考え、今回、補正という整理を行わなかったものと認識しております。 

 流用につきましては、議決を頂いた現在の予算の趣旨を損なわない場合に自治法等の  

法令及び本市の財務規則の定める範囲での運用が可能であると考えております。ご指摘の案

件につきましては、法令上認められております範囲内であると考えておりますが、今回の予算

の見直しの趣旨との整合性、予算そのものの分かり易さ、議会への説明責任といった観点から、

このようなケースにつきましては今後の検討課題とさせて頂きたいと考えております。今回の 

予算見直しの取組みを踏まえ、より適切な予算管理を目指してまいります。 

 



＜答弁＞ 

 当該基金に対する市民等の反応については、９月７日時点で、約２００名、約２５００万円の

ご寄附を頂いており、寄附専用ポータルサイト設立後では、１８５件、約９００万円のご寄附を

頂いております。ポータルサイトをご活用頂いた寄付者様の内、約６０名の方から       

応援メッセージを頂いており、「コロナ対策に役立ててほしい」、「地域住民のために頑張って 

ください」、「医療従事者の皆さまを応援しています」と非常に良い反応を頂いているものと   

考えております。 

 寄附専用ポータルサイトの効果と影響については、寄附全体の内９割以上の方が当該   

サイト設立後に寄附を頂いており、現在に至るまでほぼ毎日途切れることなく寄附があることが、

サイト設立の効果であると考えております。来庁せずオンライン寄附が出来ることにより、   

手続き負担が軽減されたことに加え、９月７日時点で約２５００ユーザのアクセス数に     

あらわれておりますとおり、サイトによる周知効果が寄附に繋がっていると考えております。 

 当該サイトの特徴として、クラウドファンディングを行う際、民間サイトと比較し、追加費用や 

調整機関なしでサイトへの掲載が可能であることから、９月４日から市立豊中病院への    

クラウドファンディングを開始し、今後もクラウドファンディングを随時追加していく予定です。  

さらに当該サイトの管理機能により、受領証明書やワンストップ特例申請書等が５日程度で 

速やかに送付できるサービス向上とともに、労働時間換算コストの縮減も実現していると   

考えております。 



＜答弁＞ 

 時 間 外 勤 務 手 当 と 特 殊 勤 務 手 当 の 内 訳 に つ き ま し て は 、 時 間 外 勤 務 手 当 が           

６６９０万７千円、特殊勤務手当が３８７万５千円となっております。 

 

 

＜答弁＞ 

 本市４月から６月の新型コロナウイルス感染症対応において特に時間外勤務が多かった 

所属につきましては、教育委員会学び育ち支援課が３か月で約２８８０時間、健康医療部の

保健所が同じく２３６０時間、市民協働部コミュニティ政策課が同じく７３０時間となって    

おります。学び育ち支援課は、学校休校期間中の放課後こどもクラブの長時間開設に    

伴うもの、保健所につきましては、コロナ患者等の対応に伴うもの、コミュニティ政策課に   

つきましては、特別定額給付金の支給に伴うものが主な要因でございます。また、職員に  

よっては、ひと月当たり１５０時間以上の時間外勤務を行った者もおります。 

＜答弁＞ 

 業務が大幅に増えるなど負担の大きい所属に対しては、全庁的な応援体制の構築や   

会計年度任用職員の採用などにより、臨機に対応しています。また、８月に人事異動を行い、  

必要な所属については、人員体制の増強を行ったところでございます。 

 長時間勤務者に対する対策につきましては、毎月、全職員個々の時間外勤務状況を把握 

しており、特定の職員に業務が集中するような場合には、所属とのヒアリングを通じて、    

適正な業務配分につなげております。 

 また、職員課医務室において、１か月当たり８０時間又は６か月平均で４５時間を超える  

時間外勤務を行った職員に対して面談を実施しており、個別にケアしております。 

 

 



 


